
楢葉町薬局公募要件 

 

１ 薬局開設者 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者。 

（２） 公的な処分処罰を受けていない者。 

（３） 会社更生法（平成１４年 法律第１５４号）の規定による更生手続き開始の申

し立て、又は民事再生法（平成１１年 法律第２２５号）の規定による更生手続き

開始の申し立てが行われた者でないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年 法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団やその構成員及びその統制の下にある者でないこ

と。 

（５） 地域に根ざし在宅医療や地域包括ケアに積極的に取り組む経営理念を有する企

業又は個人であること。 

（６） 自主財源により継続して運営ができること。 

（７） 法人にあっては本社所在地が福島県であることが望ましい。 

 

２ 薬局施設の概要 

（１） 楢葉町が薬局施設を所有しており、当該開設者は無償で土地及び建物を借り受

けることができる。 

    ・平屋建て一棟（双葉郡楢葉町大字北田中満地内） 

     別紙平面図及び概要書参照 

    ・駐車場あり（２２台+車いす用駐車場 1 台駐車可能） 

    ・電気、上下水道完備。なお、公共料金等は事業者が支払うこと。 

    ・薬局の名称は所有者が決定する。 

 

３ 周辺環境 

（１） 町役場、診療所、歯科診療所、認定こども園・小中学校、特別養護老人ホーム、

地域包括支援センター、商業施設、災害公営住宅などが付近にある。 

 

４ 営業日・営業時間（希望日時） 

   月曜日～金曜日（９：００～１７：００） 

５ 業務体制 

（１） 管理薬剤師：１名（常勤） 

・管理薬剤師不在時は必要に応じて勤務薬剤師を派遣できること。 

・放射線ファーマシスト研修終了者であることが望ましい。 



・普通自動車運転免許要 

・住民への対応は同一の者が行うのが望ましい。 

（２） その他の薬剤師：1 名（常勤） 

     ・管理薬剤師不在時は必要に応じて勤務薬剤師を派遣できること。 

※ 一般社団法人福島県薬剤師会の会員が開設者となる場合は一般社団

法人福島県薬剤師会の協力による薬剤師派遣体制あり。ただし、や

むを得ない場合に限る。 

・放射線ファーマシスト研修終了者であることが望ましい。 

・普通自動車運転免許要 

・住民への対応は同一の者が行うのが望ましい。 

（３） 事務員：１名（常勤） 

・保険請求業務経験者かつ登録販売者試験合格者が望ましい。 

・普通自動車運転免許要 

 

６ 店舗内業務（調剤業務を除く） 

（１） 一般医薬品（要指導医薬品を含む）の販売 

   （健康サポート薬局で取扱う事が推奨されている基本的な薬効群の医薬品を取扱

うことが望ましい） 

（２） 介護関連用品、衛生用品の販売 

（３） 健康相談業務 

（４） その他必要な業務 

 

７ 店舗外業務 

（１） 楢葉町からの委託事業（年間 50 万円程度を予定） 

  ① 健康サロン（薬の正しい使い方教室等）の開催 

     ※開催回数：提案による  

  ② 町民宅への見守り・残薬整理業務 

     ※訪問件数：提案による 

（２） 学校薬剤師業務 

（３） その他必要な業務 

 

８ 必要となる免許等 

  ・薬局開設許可 

  ・麻薬小売業免許 

  ・高度管理医療機器等販売業・貸与業許可 

  ・保険薬局指定 



  ・訪問薬剤管理指導業務届 

 

９ 開局日 

薬局は令和２年度内に開局すること。（可能な限り早い時期が望ましい。） 

 

１０ 町内の診療所概要 

  診療所名：県立ふたば復興診療所 

  診療科 ：内科、整形外科 

  診療日 ：月曜日～金曜日 ９：００～１５：３０ 

 

診療所名：ときクリニック 

  診療科 ：内科、小児科 

  診療日 ：火曜日～金曜日 ９：３０～１６：００ 

 

診療所名：蒲生歯科医院 

  診療科 ：歯科 

  診療日 ：月曜日～金曜日 ９：３０～１６：００ 

 

１１ 平成 30 年度楢葉町、富岡町、広野町の医療機関の処方箋（院内処方を含む）の件

数（月平均） 

   ３，２０５件 

 

１２ 年間の維持管理経費 

    約 140 万円（電気料、上下水道料、設備点検料等） 

 

     


